
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人お茶の水女子大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２４年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

本学が定める役員に支給する期末特別手当において、国立大学法人評価委員会が行う
業績評価の結果を勘案し、役員としての業務に応じ、経営協議会の意見を参考に、学長が
１００分の１０の範囲内で増額又は減額できるとしている。

改定なし。

俸給月額について、平均０．５％の引き下げを行い、さらに、９．７７％減

額することとした。
地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。

俸給月額について、平均０．４８％の引き下げを行い、さらに、９．７７％

減額することとした。
地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。

俸給月額について、平均０．４８％の引き下げを行い、さらに、９．７７％

減額することとした。
地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。

俸給月額について、平均０．４８％の引き下げを行い、さらに、９．７７％

減額することとした。
地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。



２　役員の報酬等の支給状況

平成２４年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,113 10,846 4,363 1,903 （地域手当）

千円 千円 千円 千円

14,642 9,193 3,698
1,613

137
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,703 9,193 3,698
1,613

198
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

14,801 9,193 3,698
1,613

296
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

5,501 4,680 0 821 （地域手当） ＊

千円 千円 千円 千円

（　　　　）
千円 千円 千円 千円

2,400 2,400 0
（　　　　）

4月1日

千円 千円 千円 千円

2,400 2,400 0
（　　　　）

4月1日

注１：総額、各内訳について千円未満切り捨てのため、総額各内訳の合計額は必ずしも一致しない。
注２：「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給さ
　　　れているものである。
注３：「前職」欄の「＊」は退職公務員をさす。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２４年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし監事

学長

理事

法人での在職期間

学長

前職

監事

A監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

B監事
（非常勤）

その他（内容）

摘　　要

A理事

B理事

C理事

D理事
（非常勤）



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成２４年度における給与制度の主な改正点

昇　　　給
職員の勤務成績が適切に反映されように、特別昇給と普通昇給を統合し、昇給の区分を設
け、それにより、勤務成績優秀者は、より上位の号俸に昇給させることができる。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：勤勉手当
（査定分）

６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前
６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ支給割合（成績率）を決
定する。

昇格・降格
昇格：特に勤務成績が優秀で、かつ大学が定める必要経験年数を有している者は上位の
       職務の級に決定することができる。
降格：勤務成績がよくない場合等には、降格させることができる。

中期目標期間中の予算の年度展開を参考に、本学が決定した当初予算の範囲内で
運用する。

本学の人件費については、国からの運営費交付金によることから、国家公務員の給与
水準を充分考慮し、国家公務員の例に準じた給与水準としている。

職員の教育、研究、大学運営及び地域貢献等の各分野における貢献度合、あるいは、
目標達成度合等に応じて、現に受けている俸給の昇給・昇格・降格及び賞与時期（６月、
１２月）における支給割合の増減を行っている。

平成２４年４月から職員の俸給月額について平均０．２３％引き下げた。

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連して、以下の措置を講ずる事とした。
（職員について）

・実施期間：平成２４年６月～平成２６年３月

・俸給月額について、職務の級に応じて、４．７７％，７．７７％，９．７７％を減額した。
・地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。

（役員について）

・実施期間：平成２４年６月～平成２６年３月
・俸給月額について、９．７７％を減額した。
・地域手当について１５．５％から１８％に引き上げた。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

308 49.1 8,173 6,132 149 2,041
人 歳 千円 千円 千円 千円

76 42.2 5,689 4,339 134 1,350
人 歳 千円 千円 千円 千円

168 52.6 9,537 7,074 150 2,463
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 50.7 8,124 6,203 158 1,921
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 47.3 7,457 5,731 168 1,726

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.7 4,571 3,898 196 673
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 62.5 4,448 3,784 186 664
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

再任用職員

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

在外職員

任期付職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（附属高校教員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

教育職種
（附属義務教育学校教員）

教育職種
（附属高校教員）

事務・技術

うち賞与平均年齢
平成２４年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

うち所定内人員



人 歳 千円 千円 千円 千円

1
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

〔年俸制適用者〕

人 歳 千円 千円 千円 千円

51 41.7 4,088 4,088 159 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 43.8 4,416 4,416 149 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 34.4 3,020 3,020 207 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 36.5 2,810 2,810 110 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 44.9 5,201 5,201 201 0

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（年俸制大学教員）

研究職種
（年俸制大学研究員）

専門職種
（年俸制大学職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

保育士

教育職種
（任期付附属学校教員）

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員、再任用職員及び年俸制適用職員を除く。

注７：「専門職種」とは、専門性の高い業務を行う者を指す。

注３：「技能・労務職種」とは、施設管理業務を行う者、調理業務を行う者を指す。
注４：「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。
注５：〔年俸制適用者〕の常勤職員、在外職員及び再任用職員は、該当者がいないため省略した。
注６：「研究職種」とは、主として研究を行う者を指す。

注２：常勤職員の技能・労務職種、再任用職員の教育職種（附属高校教員）、非常勤職員の技能・労務職
種、年俸制適用者の保育士は、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが
あることから、「平均年齢」以下の事項については記載していない。



②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
注２：年齢24～27歳の該当者は３人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　のあることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

10 54.5 7,990 8,240 8,348

3 51.2 6,808

39 44.2 5,284 5,695 6,236

7 34.6 4,170 4,392 4,676

17 31.9 3,523 3,914 4,179

注１：本法人では課長相当職及び課長補佐相当職が置かれていないため、原則として
　　　「課長」及び「課長補佐」を掲げるところ、代わりに「チームリーダー」及び「副チームリーダー」
　　　を代表的職位として掲げた。
注２：係長には、係長相当職である「専門職員」を含む。
注３：副チームリーダーの該当者は３人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
　　　ことから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

係長

主任

係員

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

チームリーダー

副チームリーダー

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）
人

千円



注１：年齢32～35歳の該当者は３人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
　　　のあることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

（教育職員（大学教員））
四分位 四分位
第１分位 第３分位

人 歳 千円 千円 千円

103 56.3 9,549 10,195 10,797
50 46.6 8,084 8,439 8,799
6 52.0 7,584 7,815 8,329
9 43.1 6,279 6,457 6,644

講師
助教

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

教授
准教授

0

5

10

15

20

25

30

35

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円



③

（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（事務・技術職員）

区分 計

標準的

な職位
人

76
（割合）

57 ～ 46

～

～

区分 計

標準的

な職位

（割合）

58 ～ 52 59 ～ 48 56 ～ 34 41 ～ 28 29 ～ 24

～ ～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～ ～

（教育職員（大学教員））

区分 計

標準的

な職位
人

168
（割合）

64 ～ 45 62 ～ 33 60 ～ 36 63 ～ 33

～ ～ ～ ～

～ ～ ～ ～

 職級別在職状況等（平成２５年４月１日現在）

１０級 ９級 ８級 ７級 ６級

副学長
（戦略担当）

副学長
（戦略担当）

副学長
（戦略担当）

理事補佐 チームリーダー

人員
人 人 人 人 人

該当者なし 該当者なし 該当者なし 該当者なし 3
（3.9%）

年齢
（最高～最低）

歳 歳 歳 歳 歳

所定内

給与年額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円 千円

6,724

6,348

年間給与額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円 千円

8,883

8,348

５級 ４級 ３級 ２級 １級

チームリーダー 副チームリーダー 係長 主任 係員

人員
人 人 人 人

（9.2%） （7.9%） （48.7%） （25.0%）

人

7 6 37 19 4
（5.3%）

年齢
（最高～最低）

歳 歳 歳 歳 歳

所定内

給与年額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円

5,886 4,657 3,334 2,666

千円

6,362 5,385 4,991 3,851 2,928

2,425

年間給与額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円 千円

8,333 7,245 6,602 4,895 3,727

7,873 6,192 4,378 3,504 3,160

５級 ４級 ３級 ２級 １級

教授 准教授 講師 助教 教務職員

人員
人 人 人 人 人

103 50 6 9 該当者なし
（61.3%） （29.8%） （3.6%） （5.4%）

年齢
（最高～最低）

歳 歳 歳 歳 歳

所定内

給与年額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円 千円

9,467 7,233 6,534 5,482

6,360 5,085 5,141 4,307

年間給与額
(最高～最低)

千円 千円 千円 千円

8,522 6,705 6,879 5,650

千円

12,836 9,669 8,593 7,113



④ 賞与（平成２４年度）における査定部分の比率

（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

63.4 67.0 65.3

％ ％ ％

36.6 33.0 34.7

％ ％ ％

最高～最低 41.7 ～ 32.4 36.2 ～ 30.2 38.9 ～ 31.2

％ ％ ％

64.6 66.7 65.7

％ ％ ％

35.4 33.3 34.3

％ ％ ％

最高～最低 41.7 ～ 32.3 38.9 ～ 30.2 38.9 ～ 31.4

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

62.0 64.9 63.5

％ ％ ％

38.0 35.1 36.5

％ ％ ％

最高～最低 52.5 ～ 33.1 49.1 ～ 30.6 50.8 ～ 31.8

％ ％ ％

64.2 66.9 65.6

％ ％ ％

35.8 33.1 34.4

％ ％ ％

最高～最低 41.7 ～ 33.2 38.9 ～ 30.5 40.2 ～ 31.9

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）〔平均〕

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）〔平均〕

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）〔平均〕

一般
職員

一律支給分（期末相当）

査定支給分（勤勉相当）〔平均〕



⑤

（事務・技術職員）

96.8

106.4

（教育職員（大学教員））

107.8

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案 85.5
参考 学歴勘案 95.3

地域・学歴勘案 84.6

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 107.7

（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、

平成24年度の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した

指数である。

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標
（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

対国家公務員（行政職（一））

対他の国立大学法人等（事務・技術職員)

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対他の国立大学法人等（教育職員（大学教員）)

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　70.7％
（国からの財政支出額　5,410百万円、支出予算の総額　7,653百万
円：平成24年度予算）

【検証結果】
本学の支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は70.7％
となっているが、対国家公務員指数が１００を超えていない。また、累
積欠損もしていないため、本学の給与水準は適切なものであると考
えている。

講ずる措置
　引き続き国家公務員の給与水準を十分考慮し、国家公務員の例
に準じた給与水準としていく。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　96.8

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【文部科学大臣の検証結果】
　給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること
等から給与水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の
維持に努めていただきたい。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））
との給与水準（年額）の比較指標である。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成24年度）

前年度
（平成23年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：「給与、報酬等支給総額」及び「非常勤役員等給与」においては、寄付金、受託研究費その他
競争的資金等により雇用される職員に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の
「（１８）役員及び教職員の給与の明細」における常勤及び非常勤の合計額と一致しない。

総人件費について参考となる事項

①　「給与、報酬等支給総額」について、対前年度比で3.3％減少した要因は、特例法に基づく

　　国家公務員の給与の見直しに関連し、人件費の当初予算ベースで177,033千円削減した

　　ことによる。

　　「最広義人件費」について、対前年度比で7.4％減少した要因は、特に「退職手当支給額」

　　が対前年度比で15.2％減少したことによる。

②　「退職手当支給額」について、「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」

　　（平成２４年８月７日閣議決定）に基づき、13,762千円削減した。

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成22年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
3,214,974 3,324,619 △ 109,645 △ 203,970（△ 3.3）

退職手当支給額
333,567 447,796 △ 114,229 （△ 25.5） △ 3,802

非常勤役職員等給与
733,047 864,361 △ 131,314 （△ 15.2） △ 153,727

福利厚生費
482,022 504,979 △ 22,957 （△ 4.5） △ 1,195

4,763,610 5,141,755
最広義人件費

△ 378,145 （△ 7.4） △ 362,694 （△ 7.1）

（△ 1.1）

（△ 6.0）

（△ 17.3）

（△ 0.2）



Ⅳ 法人が必要と認める事項

特例法に基づく国家公務員の給与の見直しに関連した措置について
○ 役員の報酬について

・ 平成２４年６月から実施

○ 職員の給与について
平成２４年６月から実施

「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成２４年８月７日閣議決定）に基づき、
平成２５年１月から以下の措置を講ずることとした。

○ 役職員の退職手当について、退職手当の調整率を段階的に１００分の８７に引き下げる事とした。
・ 平成２５年　１月１日～平成２５年９月３０日　１００分の９８
・ 平成２５年１０月１日～平成２６年６月３０日　１００分の９２
・ 平成２６年　７月１日～　　　　　　　　　　　　　１００分の８７


